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第２期 城里町子ども・子育て支援事業計画 
【 概 要 版 】 

令 和 ２ 年 度 ～ 令 和 ６ 年 度 

子どもが健やかに育ち 子どもとともに親や地域が成長する 

子育て支援のまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀▶◀▶ 「城里町子ども・子育て支援事業計画」の趣旨と背景 ◀▶◀▶ 

わが国の出生数は、2019 年に 86 万 4 千人となり、過去最低となっています。このような少子化の進

行は、社会の活力の低下や経済全体に深刻な影響を与えるものであると懸念されています。 

城里町では、平成 24 年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」及び「次世代育成支援対策推進法」

に基づき、平成 27 年度に「城里町子ども・子育て支援事業計画」（第１期計画）を策定し、安心して子

育てができるよう支援の強化・拡充に努めてきました。 

第２期計画は、令和２年３月末をもって第１期計画の計画期間が終了となるため、国や町の動向及び第

１期計画における成果と課題を踏まえながら、引き続き、子ども・子育て支援制度を推進していくために

策定するものです。子どもが心身ともに健やかに成長できる環境づくりや、保護者へ寄り添うサービス

など、地域全体で子どもと子育て家庭を支援していきます。 
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◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 計 画 の位 置 づけ  ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に規定される「市町村子ども・子育て支援事業計画」で

あり、内閣府から示された「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ど

も・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即

して、「教育・保育提供区域」ごとの各年度の「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の量

の見込み、これらの確保方策を定めます。 

また、次世代育成支援対策推進法第８条の「市町村行動計画」として、保健・医療、雇用、住環境など、

まちづくりの中で総合的な視野で実施していく、各分野における施策の方向性についても、本計画で位

置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 計 画 の期 間  ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

本計画は、令和２年度から令和６年度までの５年間とします。ただし、計画期間の中間年を目安とし

て、支給認定量の変動や情勢の変化を考慮し、計画の見直しを行います。 
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◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 城 里 町 の現 状  ◀▶◀▶◀▶◀▶◀▶ 

■年齢３区分人口、年少人口割合の推移           （資料：国勢調査）  

  

■児童数の推移                     （資料：住民基本台帳） 

 

■就業率の推移                      （資料：国勢調査） 
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本町の人口は減少傾

向で推移しており、平

成 27 年 の 人 口 は

19,800 人となってい

ます。また、0-14 歳の

年少人口についても

減少傾向で推移して

います。 

本町の小学生以下の子

どもの人口は、減少傾

向にあります。平成 27

年には 1,492 人だった

小学生以下の子ども人

口が、平成 31 年には

1,286 人となっていま

す。 

本町の年齢別就業率

をみると、男女とも全

国値よりもやや高い

水準になっています。

女性の就業率におい

ては、Ｍ字カーブがゆ

るやかになっており、

子育て世代の女性の

就労率が高いことが

うかがわれます。 

(人) (％) 
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◀▶◀▶ 子ども・子育てに関するアンケート調査の概要 ◀▶◀▶ 

計画策定に係る基礎資料として、保育ニーズや城里町の子育て支援サービスの利用状況や利用意向、ま

た、子育て世帯の生活実態、今後の要望・意見などを把握することを目的に実施しました。 

（調査期間：2019/2/12 ～ 2/28、 回答数：508 件/就学前児童保護者 250 件、小学生保護者 258 件） 

■幼稚園、保育園、認定こども園に望むこと（就学前児童保護者のみ、複数回答可） 

 

■子育てをするうえで町が優先的に取り組むべきこと（複数回答可） 

 

■城里町は子育てしやすいまちであると思うか 
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幼稚園、保育園、認

定こども園に望むこ

とについて、「友達と

のびのびと遊ぶこ

と」がもっとも多く、

ついで「集団で行動

できるようになるこ

と」が多く回答され

ていました。 

 

子育てをするうえ

で町が優先的に取

り組むべきことに

ついて、「子育て世

帯に対する経済的

支援の充実」がもっ

とも多く、ついで

「医療体制の確保」

「学校教育環境の

充実」が多く回答さ

れていました。 

町の子育てのしや

すさ（満足度）につ

いて、「どちらかと

いうとそう思う」が

もっとも多く回答

されていました。 
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◀▶◀▶◀▶ 子ども・子育て支援事業計画の推進  ◀▶◀▶◀▶ 

（１）子ども・子育て支援事業計画について 

子ども・子育て支援法第６１条第１項の規定により、市町村は基本指針に即して、教育・保育及び地

域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等に関する計画（市町村子ども・子育て支援事業計画）を

定めるものとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教育・保育の量の見込み及び確保方策 

①子どもの人口の見通し 

計画期間における「幼児期の教育・保育の量の見込み（必要利用 

定員総数）」を定めるため、本町における子どもの将来人口を推計しました。 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

0 歳 66 64 60 58 54 

1～2 歳 156 137 140 134 127 

3～5 歳 280 278 262 243 218 

6～8 歳（小学校低学年） 331 318 296 293 291 

9～11 歳（小学校高学年） 396 386 361 340 327 

合計 1,229 1,183 1,119 1,068 1,017 

 

 

教育・保育の必要量の認定 

●１号認定・２号認定・３号認定（特定・教育保育施設等の定員の確保） 

区 分 年 齢  

１号認定 

３歳～５歳 

学校教育のみ（幼稚園・認定こども園） 

２号認定 
幼児期の学校教育の意向が強い（幼稚園・認定こども園） 

保育の必要性あり 
（保育園・認定こども園・小規模保育事業など） ３号認定 

１歳～２歳 

０歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査事業 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・センター事業 

 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童健全育成事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進 

するための事業 

 

 

● 幼児期の教育・保育事業 ● 

 

● 地域子ども・子育て支援事業 ● 
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②教育・保育の量の見込みと確保方策 

町に居住する子どもについて、「現在の認定こども園、幼稚園、保育所、認可外保育施設等の利用状況」

に、利用希望を踏まえて、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の見込み（必要利用定員総数）」

を以下の区分で設定します。 

令和２年 
１号 ２号 ３号 

合計 3～5 歳 0 歳 1、2 歳 

保育の必要性 なし あり 

①量の見込み 87 190 25 135 437 

②確保の内容 
保育園  45 45 

認定こども園 165 305 470 

②－① 78 0 78 

 

令和３年 
１号 ２号 ３号 

合計 3～5 歳 0 歳 1、2 歳 

保育の必要性 なし あり 

①量の見込み 86 189 25 133 433 

②確保の内容 
保育園  45 45 

認定こども園 165 305 470 

②－① 79 3 82 

 

令和４年 
１号 ２号 ３号 

合計 3～5 歳 0 歳 1、2 歳 

保育の必要性 なし あり 

①量の見込み 81 178 24 133 416 

②確保の内容 
保育園  45 45 

認定こども園 165 305 470 

②－① 84 15 99 

 

令和５年 
１号 ２号 ３号 

合計 3～5 歳 0 歳 1、2 歳 

保育の必要性 なし あり 

①量の見込み 75 165 24 130 394 

②確保の内容 
保育園  45 45 

認定こども園 165 305 470 

②－① 90 31 121 

 

令和６年 
１号 ２号 ３号 

合計 3～5 歳 0 歳 1、2 歳 

保育の必要性 なし あり 

①量の見込み 68 148 23 126 365 

②確保の内容 
保育園  45 45 

認定こども園 165 305 470 

②－① 97 53 150 

 

 

 

 



7 

 

◀▶◀▶◀▶◀▶ 計画の体系や取り組み  ◀▶◀▶◀▶◀▶ 

第１期計画では、子どもたちの幸せを第一に考え、父母その他の保護者が子育ての第一義的責任を果た

すことを前提に、地域社会全体で包括的にすべての子どもと子育て家庭の育ちを支援していくことが重

要であるとの考えに基づき、次の基本理念を掲げました。第２期計画においても、この基本理念を継承

し、子育て支援を充実していきます。 

 

 

 

 

 

基本目標１ 子育て支援サービスの充実 

◆教育・保育サービスや経済的支援等の充実により、子育てのしやすいまちづくり推進します。 

【施策の方向性】 

(１)保育サービスの充実 

(２)地域での子育て支援体制の充実 

(３)子育てに対する経済的支援 

 

【具体的な取り組み】 

〇幼稚園・保育所（園）・認定こども園等での教育や保育 

〇地域子ども・子育て支援事業 

〇次世代育成支援金 

〇多子世帯の保育料減免 

〇児童手当、児童扶養手当、出産育児一時金 等 

 
 

    

基本目標２ 子育ての不安を軽減する切れ目のない支援の充実 

◆保健・福祉・医療・教育の各分野が連携しながら、妊産婦や母親、子どもが健康で暮らせるまちづくりを推進します。 

【施策の方向性】 

(１)結婚・妊娠・出産・育児に対する 

相談・指導の充実 

(２)母子の健康管理と疾病予防 

(３)思春期保健対策の充実 

(４)医療体制の充実 

 

【具体的な取り組み】 

〇出会いの場の創出 

〇妊娠・出産に関する情報提供、ハイリスク妊産婦訪問指導 

〇離乳食やベビーマッサージ教室、健診後フォロー教室、産後ケア  

〇乳児健康診査、乳幼児歯科健診、予防接種 

〇医療福祉費支給制度、不妊治療対策の充実 等 

 
 

    

基本目標３ 子どもの心身の健やかな成長のサポート 

◆子ども一人ひとりが個性に応じて生きる力を育み、心身ともに健やかに成長していくことができるまちづくりを推進します。 

【施策の方向性】 

(１)「生きる力」を育む教育の推進 

(２)開かれた学校づくりの推進 

(３)有害環境対策の推進 

(４)子どもの未来を応援する支援の推進 

 

【具体的な取り組み】 

〇国際化・情報化社会などに対応したALT教育や ICT教育 

〇教科指導や習熟度別指導 

〇いじめ・不登校対策などの充実（教育相談員・スクールカウンセラーの活用） 

〇学校施設の開放・活用、総合学習等の外部人材の活用 

〇青少年育成のための街頭指導、情報モラル教育の推進 等 

 

 

【 基 本 理 念 】 

子どもが健やかに育ち 子どもとともに親や地域が成長する 
子育て支援のまちづくり 
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基本目標４ 家庭や地域の子育て力の向上支援 

◆家庭の子育て力の向上とともに、地域の交流や体験を通じて子どもが自立心や社会性を育むまちづくりを推進します。 

【施策の方向性】 

(１)ワークライフバランスの実現 

(２)家庭の子育て力の向上 

(３)地域の子育て力の向上 

 

【具体的な取り組み】 

〇就業環境改善意識の啓発、男女共同参画意識の高揚 

〇家庭教育学級講座、ブックスタート事業 

〇多様な交流イベントや体験機会の充実 

〇子育て支援ボランティアの育成 等 

 
 

    

基本目標５ 子どもの安全の確保 

◆子どもが交通事故や犯罪に巻き込まれることのないよう、地域全体で見守るまちづくりを推進します。 

【施策の方向性】 

(１)子どもの交通安全の確保 

(２)犯罪などの被害を防止する活動の 

推進 

 

【具体的な取り組み】 

〇交通安全教室による意識啓発 

〇安全・安心マップの作成など防犯対策の意識と普及啓発 

〇防犯ブザーの配付や「子どもを守る 110番の家」の設置 

〇青少年相談員による巡回や防犯パトロール活動の推進 等 

 
 

    

基本目標６ 子育てを支援する生活環境の整備 

◆子育て家庭に配慮した生活環境を整備し、安心・安全に暮らしていくことができるまちづくりを推進します。 

【施策の方向性】 

(１)親子が外出しやすい環境の整備 

(２)安心・安全なまちづくりの推進 

 

【具体的な取り組み】 

〇公共施設などにおけるバリアフリー化の促進 

〇公園・緑地の整備 

〇防災教育や防災訓練の実施など防災対策の推進 

〇教育・保育施設の保全・整備 等 

 
 

    

基本目標７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

◆特別な配慮や支援が必要な子どもや家庭への支援など、個々のニーズに対してきめ細かに取り組むまちづくりを推進します 

【施策の方向性】 

(１)児童虐待防止対策の充実 

(２)ひとり親家庭などの自立支援の推進

(３)障害児施策の充実 

 

【具体的な取り組み】 

〇要保護児童対策地域協議会 

〇ひとり親家庭を対象にした親子すこやか交流事業 

〇ひとり親家庭などの自立・就業支援 

〇障害児保育事業、特別支援教育の充実 等 
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